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公正取引委員会からの課徴金納付命令について

当社は、平成 24 年 3 月 13 日、公正取引委員会より、自動車用ランプ取引に関し独占禁止法違反の

疑いがあるとして立入検査を受け、その後引く続き行われた当局による調査に全面的に協力をしてま

いりましたが、本日、公正取引委員会から下記内容の課徴金納付命令を受けましたのでお知らせ致し

ます。

当社といたしましては、この度の命令を厳粛かつ真摯に受け止めるとともに、コンプライアンスの一層

の徹底と再発防止に取り組み、信頼回復に全力で努めてまいります。

本件につきましては、お取引様、株主様ならびに関係者の皆様にご迷惑とご心配をおかけし、深くお

詫び申し上げます。

記

１. 課徴金納付命令の概要

自動車用ランプ取引に関し、独占禁止法第 3 条（不当な取引制限の禁止）違反行為があったとして、

以下の課徴金の納付命令を受けました。

・ 納付すべき課徴金の金額： 12 億 5,010 万円

・ 納付すべき期限      ： 平成 25 年 6 月 24 日

２. 役員報酬の返上について

本件の重大性を考慮し、経営として深い反省を込め、経営会議構成員全員（取締役社長および常

務執行役員以上の執行役員）は、月額報酬の１０％を１ケ月、返上することといたしました。

３. 今後の対応

命令を厳粛に受け止め、内容を精査した上、対応を慎重に検討してまいります。

       

４．業績に与える影響

平成 25 年３月期 第４四半期会計期間において、当該課徴金納付額を、特別損失として計上いた

します。詳細につきましては、平成 25 年 3 月 22 日付の開示資料「通期業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。

以 上


